
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号

予
防
接
種
実
施
規
則

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
き
、
予
防
接
種
実
施
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
八
条
）

第
二
章
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
九
条―

第
十
一
条
）

第
三
章
　
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
四
章
　
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章
　
結
核
の
予
防
接
種
（
第
十
六
条
）

第
六
章
　
小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
七
条
）

第
七
章
　
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
八
条
）

第
八
章
　
水
痘
の
予
防
接
種
（
第
十
九
条
）

第
九
章
　
Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）

第
十
章
　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
一
条
）

第
十
一
章
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）

第
十
二
章
　
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
通
則
）

第
一
条
　
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
い
て
行
う
予
防
接
種

の
実
施
方
法
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
使
用
接
種
液
）

第
二
条
　
予
防
接
種
に
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
、
か
つ
、
同
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
現
に
適
合
し
て
い
る
接
種
液
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
接
種
用
器
具
の
滅
菌
等
）

第
三
条
　
接
種
用
器
具
は
、
乾
熱
、
高
圧
蒸
気
、
煮
沸
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
ガ
ス
又
は
コ
バ
ル
ト
六
〇
か
ら
放

出
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
に
よ
っ
て
滅
菌
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
注
射
筒
、
注
射
針
、
多
圧
針
及
び
経
口
投
与
器
具
は
、
被
接
種
者
ご
と
に
取
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
状
態
を
診
断
す
る
方
法
）

第
四
条
　
法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
問
診
、
検
温
及
び
診
察
と
す
る
。

（
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
）

第
五
条
　
定
期
の
予
防
接
種
等
を
行
う
者
は
、
そ
の
対
象
者
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
説
明
と
同
意
の
取
得
）

第
五
条
の
二
　
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
被
接
種
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
予
防
接

種
の
有
効
性
及
び
安
全
性
並
び
に
副
反
応
に
つ
い
て
当
該
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
文
書

に
よ
り
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
被
接
種
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
当
該

被
接
種
者
の
保
護
者
と
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
被
接
種
者
の
保
護
者
の

同
意
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
保
護
者
の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
接
種
者
の
保

護
者
に
代
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
前
項
の
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
又
は
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る

里
親
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
里
親
等
」
と
い
う
。
）
に
委
託
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
里
親
等

二
　
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
児
童
福
祉
施
設
」
と

い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
　
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
長

三
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
相
談
所
に
よ
る
一
時
保
護
が
加
え
ら
れ

て
い
る
場
合
　
当
該
児
童
相
談
所
長

（
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
）

第
六
条
　
法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生

省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
接
種
後
の
注
意
事
項
の
通
知
）

第
七
条
　
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
接
種
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
次
の
事
項
を
知
ら
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
高
熱
、
け
い
れ
ん
等
の
症
状
を
呈
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
医
師
の
診
察
を
受
け
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
予
防
接
種
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に

通
報
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
接
種
後
の
安
静
そ
の
他
接
種
後
に
特
に
注
意
す
べ
き
事
項

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

第
八
条
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、
風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ
ｉ

ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
水

痘
、
Ｂ
型
肝
炎
、
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の

に
限
る
。
）
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ

ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、
身
体
の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種

（
第
一
期
予
防
接
種
の
初
回
接
種
）

第
九
条
　
ジ
フ
テ
リ
ア
又
は
破
傷
風
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破

傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
日
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
三
回
皮
下
（
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン

に
お
い
て
は
、
筋
肉
内
又
は
皮
下
。
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
注
射
す
る
か
、
又
は
、
沈
降
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ト
キ
ソ
イ
ド
を
二
十

日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
。

２
　
百
日
せ
き
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ

ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン

又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
前
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に

注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
急
性
灰
白
髄
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ

ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に
注
射
す
る
か
、
又
は
、
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を

二
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と

す
る
。

４
　
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射

す
る
か
、
又
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
行
う
も

の
と
す
る
。

1



対
象
者

方
法

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
月
か

ら
生
後
七
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ

る
者

生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
乾
燥
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
ワ
ク
チ
ン
を
二

十
七
日
（
医
師
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
二
十
日
）
以
上
の
間
隔
を
お
い

て
三
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
七
月
に

至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
十
二
月

に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者

生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
乾
燥
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
ワ
ク
チ
ン
を
二

十
七
日
（
医
師
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
二
十
日
）
以
上
の
間
隔
を
お
い

て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月

に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十

月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者

乾
燥
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、

接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

５
　
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ
ｂ

感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後

十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

６
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の

予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合

ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

７
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回

接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈

降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰

白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、

ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
又
は
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破

傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ

フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三

回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

８
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精

製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ

フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン

を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
急
性
灰
白
髄
炎
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に

つ
い
て
又
は
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種

は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精

製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感

染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
傷
風
及
び

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
、
破
傷
風

及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
又
は
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一

期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型

混
合
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

９
　
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き

ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破

傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に

規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に
注
射
す
る
か
、
又
は
、
沈
降
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ト
キ
ソ
イ
ド
を
同

項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と

す
る
。
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ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
百
日
せ
き
に
つ
い
て
又
は
百
日
せ
き
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接

種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ

ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ

リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
急
性
灰
白
髄
炎
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
及
び
急
性
灰
白
髄
炎

に
つ
い
て
又
は
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降

精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ

き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日

せ
き
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
又
は
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ

感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風

不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
三
回
皮
下
に
注
射
す

る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
第
一
期
予
防
接
種
の
追
加
接
種
）

第
十
条
　
ジ
フ
テ
リ
ア
又
は
破
傷
風
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破

傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風

混
合
ト
キ
ソ
イ
ド
を
、
百
日
せ
き
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破

傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
急
性
灰
白
髄
炎
の
第
一

期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型

混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
不
活
化
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量

は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ

リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後
前
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋

肉
内
若
し
く
は
皮
下
に
注
射
す
る
か
、
又
は
、
乾
燥
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後

七
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

た
だ
し
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
月
か
ら
生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
者
が
、
前
条
の
初
回

接
種
を
終
了
せ
ず
に
生
後
十
二
月
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ
て
、
追
加
接
種
に
乾
燥
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
ワ
ク
チ
ン

を
使
用
す
る
と
き
は
、
同
条
の
初
回
接
種
に
係
る

後
の
注
射
終
了
後
二
十
七
日
（
医
師
が
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
二
十
日
）
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

と
す
る
。

３
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の

予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合

ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

４
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加

接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈

降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰

白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、

ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
又
は
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、

破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き

ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後
第
一
項
に

規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

５
　
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精

製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ

フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン

を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
急
性
灰
白
髄
炎
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
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つ
い
て
又
は
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種

は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精

製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感

染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
傷
風
及
び

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
、
破
傷
風

及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
又
は
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一

期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型

混
合
ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終
了
後
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と

し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

６
　
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き

ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破

傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
ジ
フ

テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ト
キ
ソ
イ
ド
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
百
日
せ
き
に
つ
い
て
又
は
百
日
せ
き
及
び
破
傷
風
に
つ

い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ

オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ

ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
急
性
灰
白
髄
炎
に
つ
い

て
、
百
日
せ
き
及
び
急
性
灰
白
髄
炎
に
つ
い
て
又
は
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期

の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混

合
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及

び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
百
日
せ
き
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症

に
つ
い
て
又
は
破
傷
風
及
び
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
沈
降

精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
前
条
の
初
回
接
種
終

了
後
第
一
項
に
規
定
す
る
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
と
す
る
。

（
第
二
期
予
防
接
種
）

第
十
一
条
　
ジ
フ
テ
リ
ア
又
は
破
傷
風
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
沈
降
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ト
キ
ソ
イ
ド
を

一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
破
傷
風
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
沈
降
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
混
合
ト

キ
ソ
イ
ド
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章
　
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種

（
第
一
期
予
防
接
種
）

第
十
二
条
　
麻
し
ん
の
第
一
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん

混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
風
し
ん
の
第
一
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ

ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク

チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
第
二
期
予
防
接
種
）

第
十
三
条
　
麻
し
ん
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん

混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
風
し
ん
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ

ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク

チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
四
章
　
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種

（
第
一
期
予
防
接
種
）

第
十
四
条
　
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
六
日
以
上

の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ

し
、
接
種
量
は
、
三
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
第
一
期
予
防
接
種
の
初
回
接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔

を
お
い
て
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
接
種
量
は
、
三
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
第
二
期
予
防
接
種
）

第
十
五
条
　
日
本
脳
炎
の
第
二
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
五
章
　
結
核
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
十
六
条
　
結
核
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
経
皮
接
種
用
乾
燥
Ｂ
Ｃ
Ｇ
ワ
ク
チ
ン
の
懸
濁
液
を
上
腕
外
側
の
ほ
ぼ
中

央
部
に
滴
下
し
、
管
針
法
に
よ
り
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
管
針
法
は
、
接
種
部
位
の
皮
膚
を
緊
張
さ
せ
、
懸
濁
液
を
塗
っ
た
後
、
九
本
針
植
付
け
の
管
針
を
接
種
皮
膚
面

に
対
し
て
ほ
ぼ
垂
直
に
保
ち
、
こ
れ
を
強
く
圧
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
接
種
数
は
二
箇
と
し
、
管
針
の
円
跡
は
相
互
に
接
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
　
小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
十
七
条
　
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

対
象
者

方
法

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

月
か
ら
生
後
七
月
に
至
る
ま
で

の
間
に
あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又

は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三

回
皮
下
（
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
に
あ
っ
て
は
、
筋
肉
内
又
は
皮

下
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
後
十
二
月
を
超
え
て
第
二
回
目
の
注

射
を
行
っ
た
場
合
は
、
第
三
回
目
の
注
射
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
七

月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に

あ
る
者

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又

は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二

回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十

二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク

チ
ン
を
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量

は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二

十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
者

沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク

チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と

す
る
。

２
　
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に

生
後
二
月
か
ら
生
後
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
者
に
対
し
、
前
項
の
初
回
接
種
に
係
る

後
の
注
射
終

了
後
六
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
た
後
で
あ
っ
て
、
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
以
降
に
お
い
て
、
沈
降
十
三
価
肺

炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
又
は
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、

接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予

防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四

月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
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第
七
章
　
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
十
八
条
　
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法

（
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
目
の
接
種
時
に
十
二
歳
と
な
る
日
の
属
す
る
年
度
の
初
日
か
ら

十
五
歳
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
対
し
て
当
該
予
防
接
種
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔
及
び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切

な
方
法
で
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
組
換
え
沈
降
二
価
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
様
粒
子
ワ
ク
チ
ン
を
一
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉

内
に
注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
五
月
以
上
か
つ
第
二
回
目
の
注
射
か
ら
二
月
半
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

二
　
組
換
え
沈
降
四
価
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
様
粒
子
ワ
ク
チ
ン
を
一
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉

内
に
注
射
し
た
後
、
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

三
　
組
換
え
沈
降
九
価
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
様
粒
子
ワ
ク
チ
ン
を
一
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉

内
に
注
射
し
た
後
、
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

四
　
組
換
え
沈
降
九
価
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
様
粒
子
ワ
ク
チ
ン
を
五
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉

内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

第
八
章
　
水
痘
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
十
九
条
　
水
痘
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下

に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
九
章
　
Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
条
　
Ｂ
型
肝
炎
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
二
回
皮
下
に
注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射

す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２
　
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｂ
型
肝
炎
の
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｂ
型
肝
炎
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
予
防
接
種
を
行
う
も
の
と
す

る
。

対
象
者

方
法

予
防
接
種
の
開

始
時
に
一
歳
以

上
十
歳
未
満
で

あ
る
者

組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
し
た
後
、

第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、

接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
回
目
以
降
の
接
種
の
開
始

時
に
十
歳
以
上
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
第
二
回
目

以
降
の
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

予
防
接
種
の
開

始
時
に
十
歳
以

上
で
あ
る
者

組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に

注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
又
は
皮

下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
章
　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
一
条
　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔
及
び
接
種
量
に
照

ら
し
て
適
切
な
方
法
で
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
経
口
弱
毒
生
ヒ
ト
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
経
口
投
与
す
る
も
の

と
し
、
接
種
量
は
毎
回
一
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

二
　
五
価
経
口
弱
毒
生
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
三
回
経
口
投
与
す
る
も
の

と
し
、
接
種
量
は
毎
回
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法

第
十
一
章
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
二
条
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ｈ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
毎
年
度
一
回
皮
下

に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
二
章
　
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
三
条
　
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
二
十
三
価
肺
炎

球
菌

き
よ
う

莢

膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者

（
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の

欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

２
　
平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の

表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、
第
十
四
条
の
例
に
よ
り
接

種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
者
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の
表
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
前
項
の
規

定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
第

十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
予
防
接
種
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
接
種
は
、
前
条
第
二
項

に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
終
了
後
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
す
る
。

第
三
条
　
平
成
七
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
（
以
下
「
特
例
対
象
者
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
う
ち
四
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
接
種
を
全
く
受
け
て

い
な
い
者
を
除
く
。
）
に
係
る
残
り
の
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
並
び
に
前
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
皮
下
に
注
射
す
る
も
の

と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
回
目
の
接
種
に
つ
い
て
は
、
九
歳
以

上
の
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
特
例
対
象
者
で
あ
っ
て
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
特
例
対
象
未
接
種
者
」

と
い
う
。
）
に
係
る
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
第
一
回
目
の
接
種
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
並
び
に
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
特
例
対
象
未
接
種
者
に
係
る
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
第
二
回
目
の
接
種
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
並
び

に
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
回
目
の
接
種
後
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ

ク
チ
ン
を
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

4



４
　
特
例
対
象
未
接
種
者
に
係
る
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
第
三
回
目
の
接
種
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
並
び

に
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
回
目
の
接
種
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ

ク
チ
ン
を
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

５
　
特
例
対
象
未
接
種
者
に
係
る
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
第
四
回
目
の
接
種
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
並
び

に
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
第
三
回
目
の
接
種
後
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
乾

燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
。

（
急
性
灰
白
髄
炎
の
臨
時
の
予
防
接
種
の
特
例
）

第
四
条
　
急
性
灰
白
髄
炎
の
臨
時
の
予
防
接
種
は
、
当
分
の
間
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
口
生
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
を
経
口
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
の
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
別
に
定
め

る
。

（
風
し
ん
の
第
五
期
予
防
接
種
）

第
五
条
　
令
附
則
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
五
期
の

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に

注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
四
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
〇
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
七
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
九
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
四
年
八
月
二
十
七
日
前
に
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
経
口
生
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
接
種
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
七
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第
五
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
百
日
せ
き
の
第
一
期
の
予
防
接
種
、
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
百
日
せ
き
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
一
期
の
予
防
接

種
、
百
日
せ
き
の
第
二
期
の
予
防
接
種
並
び
に
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
百
日
せ
き
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
二
期
の
予

防
接
種
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接

種
実
施
規
則
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
中
「
、
風
し
ん
又
は
日
本
脳

炎
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
風
し
ん
」
と
、
「
第
六
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
」
と
、
新
規
則
第
九
条
の
見
出
し

中
「
第
一
期
予
防
接
種
の
初
回
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
期
予
防
接
種
」
と
、
同
条
中
「
予
防
接
種
の
初
回
接

種
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
接
種
」
と
、
新
規
則
第
十
条
の
見
出
し
中
「
第
一
期
予
防
接
種
の
追
加
接
種
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
期
予
防
接
種
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
前
条
第
一
項
の
初
回

接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
期
の
予
防
接
種
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第

一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
前
条
第
二
項
の
初
回
接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
期
の
予
防
接
種
は
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
前
条
第
三
項
の
初

回
接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
期
の
予
防
接
種
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第

一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
前
条
第
四
項
の
初
回
接
種
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
期
の
予
防
接
種
」
と
、
新
規
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
第
二
期
予
防
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
期

予
防
接
種
」
と
、
同
条
中
「
第
二
期
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
期
」
と
、
新
規
則
第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
第
一
期

予
防
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
接
種
の
方
法
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
期
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
」
と
あ
る

の
は
「
予
防
接
種
」
と
、
「
四
週
間
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
二
週
間
ま
で
」
と
、
「
皮
下
に
」
と
あ
る
の
は
「
、
更

に
お
お
む
ね
一
年
を
経
過
し
た
時
期
に
一
回
皮
下
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
日
本
脳
炎
の
第
一
期
予
防
接
種
の

追
加
接
種
は
、
第
一
期
予
防
接
種
の
初
回
接
種
終
了
後
お
お
む
ね
一
年
を
経
過
し
た
時
期
に
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
対
し
て
そ
の
後
行
う
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
、
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
（
予
防
接
種
実
施
規
則
第

九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
七
条
を
削
る
部
分
及
び
同
令
第
七
章
中
第
十
八
条
を
第

十
七
条
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
八
号
）

5



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
一
項
を
第
一
条
と
す
る
改
正
規

定
、
附
則
第
二
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
三
価

混
合
の
経
口
生
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
経
口
投
与
を
一
回
受
け
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実

施
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
活

化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
へ
の
注
射
を
一
回
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
添
付
文
書
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
に
添
付
す
る
文
書
を
い
う
。
）
に
当
該
不
活
化
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
の
第
四
回
目
の
接
種
に
係
る
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
る
日
ま
で
の
間
は
、
適

用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
三
価
混
合
の
経
口

生
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
経
口
投
与
を
一
回
受
け
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク

チ
ン
の
皮
下
へ
の
注
射
を
一
回
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
規
則
第
十
条
第
一
項
（
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
不
活
化
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
の
添
付
文
書
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品

に
添
付
す
る
文
書
を
い
う
。
）
に
当
該
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
第
四
回
目
の
接
種
に
係
る
有
効
性
及
び
安
全

性
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
三
条
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
市
町
村
長
が
行
っ

た
注
射
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
項
に
規
定
す
る

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
注
射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み

な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
四
条
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
市
町
村
長
が
行
っ

た
注
射
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）

の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
項
に
規
定
す
る
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も

の
に
限
る
。
）
の
注
射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み

な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
五
条
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
市
町
村
長
が
行
っ

た
注
射
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
注
射
に
相
当

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
項
に
規
定
す
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
注
射
と
、
当
該

注
射
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
八
条
に
規
定
す
る
沈
降
七
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種

実
施
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結

合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
と
、
旧
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
沈
降
七
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
沈
降
十
三
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を

受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
。
以

下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
痘
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

２
　
生
後
三
十
六
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
係
る
改
正
令
附
則
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
一
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
痘
の
予
防
接
種
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ

リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
条
に
規
定

す
る
水
痘
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
水
痘
の
注
射
と
、
当
該
注
射

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
五
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
一
条

に
規
定
す
る
Ｂ
型
肝
炎
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
Ｂ
型
肝
炎
の
注

射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
の
経
口
投
与
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第

二
十
二
条
に
規
定
す
る
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
経
口
投
与
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
口
投
与
を

同
条
に
規
定
す
る
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
経
口
投
与
と
、
当
該
経
口
投
与
を
受
け
た
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
る

経
口
投
与
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る

能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
予
防
接
種
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
八
条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る

能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
予
防
接
種
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一

月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の

附
則
（
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
附
則
第
十
八
条
中
「
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
改

正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
さ
れ

た
旧
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
」
と
、
同
附
則
第
十
八
条
の
二
中
「
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
改
正

法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
さ
れ
た

旧
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
」
と
、
「
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
二
項
」

と
、
同
附
則
第
十
九
条
中
「
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
し
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
注
射

に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
注
射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
注
射
を
受

け
た
者
と
み
な
し
て
、
同
条
（
第
三
号
又
は
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
新
規
則
第
十
九
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

令
第
百
九
十
七
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
三
条
第
一
項
の
表
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
沈
降
精
製
百

日
せ
き
ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
ｂ
型
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
五
種
混
合
ワ
ク
チ

ン
」
と
い
う
。
）
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
九
条
又
は
第
十
条

に
規
定
す
る
五
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
九
条
又
は
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
五
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
施
行
日
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注

射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の

注
射
と
、
当
該
注
射
を
受
け
た
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
沈
降
十
五
価
肺
炎
球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
の
注
射
を
受

け
た
者
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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